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門 } 芝山町の現状及び地籍調査の必要性

芝山町 iは成田空港 を背景 に公共事業 に よ る 地域整備 ･ 民 間 に よ る 開発行為

が急激に進む rh 、 個 人の生活様式に も 変化がみ ら れ旧来の農業中心の生活か

ら 変わ り つつ あ り 、 自 己所有地の管理が行 き 届かな い状況が多 く 見 ら れ ま す 。

ま た 、 所有地の相続 ･ 継承につ いて も 言い伝え に よ る も のが多 く 、 時 を経 る

こ と に よ り 、 あ い ま い な状況 と な り 多 く の上地 ト ラ ブル を引 き 起 こ す要因 と

な る こ と も 少な く あ り ま せん。

現在土地の デー タ と し て使用 し て い る 地図 ( 公図 ) は 明治時代の初期 に作

成 さ れた も ので、 土地の境界が不明確であっ た り 、 当時の"則斌技術が幼稚であっ

たため実際の上地 に比べて位置や形状が違っ た り 、 縮尺が不明であ っ た り す

る た め 、 隣接す る 上地 ど う しが合わ な か っ た り する こ と も あ り 、 上地の実態

を群砕に把握す る こ と が出来ず十施デー タ と し て は不十分な も の と 考え ら れ

ま す。 な お 、 こ れ ら の上地デー タ を個人で修止する事は大変な負担 と な り 所

有地の有効活用 ･ 保全が大 き く 阻害 さ れ ま す ,

こ の よ う な状況を改善す る た め に は 、 t地の実態 を止椎 に把握 し 、 現地復

元能 力 の あ る地図 を整備す る 地籍調査を 実施す る 必要があ り ま す 。 なお 、 地

籍調査を 円滑に進め る に は皆様の ご協力が不 可欠ですので 、 本事業 に対 し て

皆様の ご理解 と ご協力 を賜 り た く お願い 申 し 門ず ま す “

　



‘砂 地籍調査とは?

｢ 地籍とは、 ※』筆ごとの土地に関する記録です。

我が国における L地に関する記録の約半分は、 明治時代の地租政辻によって作られ

た地図 (公園 ) をもと るこ したもので、 上地の境界が不明確であったり 、 測量も不評確であっ

たりするため 、 上地の実態を止確に把握すること力むできません。

限りある図上の有効活用 ･保全のためには、 土地の実態を汪確に把握する地籍調査

を実施する必要があります 。

地籍調査とは、 一笹ごとの土地について 、 その所有者、 地番及び地目の調査並びに境

界及び地積に関する測量を行い 、 その結果を地図及び簿冊に作成することをいいます 。

地籍調査により作成された ｢地籍簿｣ と ｢地籍図｣ は 、 そのはしが登記所に送付され 、

登記所において地綣簿をもと るこ登記簿が書き改められ、 地籍図が不動産登記法第 1 4

条の地図として備え付けられます 。

地籍調査の成果は、 個人のt地取引から公的機関による地域の整備まで、 およそ土

地に関するあらゆる行為のための基礎データとなるものです.

※一筆とは、 土地の所有権等を公示するために、 人為的に分けた区画のことです。 登記所では、

一筆ごとに登記がなされ、 土地取引の単位となっています。
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公園の例 (地籍調査前)
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こんなに違う ん定 ,“避難鑓童謳開襟寸饑薹誕轉鑄蜂
●国土調査法 (昭和 2 6年6月 1 日 法律第1 8 0号 )

G ●国土調査法施行令 ( 昭和27年3月 3 1 日 政令蘂59号 )
● 国土調査促進特別措置法 (昭和3 7年5 月 1 9 日 法律第 1 4 3号 )

●圏±調査促進特別措置法施行令 (昭和45年9月 1 6 日 政令第2 6 1 号 )

●国土調査事業十箇年計画 ( 平成22 年5 月 笈 日 閣議決定)
●地箱調査作業規程準則 〔 昭和32年 1 0月 2 4 日 総理府令第7 1 号 )

5



‘◎ 地箱調査は、 こんなことに役立ちます

一理“塞ぐきり発話] ･講『なけ 溌
　 　 　　　　　　　　　

土地の境界が不明確である と 、 住民問い官 ノテ

民間において境界紛争等様々な トラ ブルが発

生しがちですC 、 r !‘ 〆
地箱調査の実施は、 このよ うな トラ ブルを

未然に防ぐこ と につなが り ます。 へ

梵精浄 流 簑熱り鞏 正確な±地の状況が登記簿に反映され 、 登記制度の信
　 　 　 　 　 　 　 　　

、 “ . ･ し 、 頴娃が向上する と ともに 、 安心 して土地取引ができるた

介 め、 経済活動全体の円滑化 活性化につながり ます。

地籍調査の成果は、 各種公共事業の計画、 設計、 用地買収、

完成後の維持管理の各段階の円滑な実施に , 大いに寄与します。

例えば、 土地区画整理事業を実施する場合、 事前の調査や

測量に多大な労力を費やすこ とが多いものです。 しか し 、 地 '縛

籟調査が行われていれぼ、 土地所有の実態が明 うわ、なため 、 、".
換地も容易に進める こ とができます。

また、 道路を舗装する時にも、 官民境界が不

明確なために事業がなかなか進まないといつた

状況に陥ることなく 実施でき、 道路台帳も容易

に作成するこ とができます。

鰹
願

な
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地震、 火山順火、 土砂崩れ、 水害等の災害が起きて し

まった場合、 地籍調査が行われていれば、 個々の土地が

地球上の座標値で表示されているため 、 元の位置を容易

に確認するこ とができ、 復旧事業を円滑に進めることが

できます。

ここに公園き作oと. 脇び端も必要超ね。

発(まちづく り プラ ン

こ し計画箒) を立案する際に 、 地籍 ◇ ＼

、果を基礎データ と して利用する こ ノ
リ 、 各種計画図等の作成が容易にな くれ

　 　　もに、 住民の皆さんにも分か り やす

ります。 ‐

　 　　　 　 　 　　　
一 ･･ ノ･

　 　 　 　 　 　

地辯調査未実施の地域においては 、 固定資産

税の課税が 、 必診 しも実態を正確に反映 してい

るとはいえない登記簿や公図 に基づいて行われ

ている場合があ り ます 。 地籍調査を実施する と 、

.3ノゾ 面積が正確に測量されるため、 課税の適正化に
役立ちます。

7



靴款地籍調査をしていないと 、 こんな心配があります

土地を売買する際、 隣地との境界確認に時間がわ入 “ ＼
かっ た り 、 登記簿面積と実測面積が異なっている と

ト ラブルの原因とな り 、 土地取引が円滑にできない

ことがあ り ます。

相続を受けた土地の正確な位置がよ く わ

か らなかっ たり 、 隣地との境界争いになる

V / ′ ことがあ ります。

　 　　　

手ガコーブ5れないU

地籍調査き0こいないき 因り短 ･ ･ ･ ･ o
街コくり計画“乙寺ないよ。

◎



道路、 河川 、 土地改良 、 都市計画等

の公共事業を実施する際、 現地と登記

の内容が一致していない場合があるので、

計画策定、 設計、 用地買収のための各

種調整に時間を要 し 、 事業の進行の妨

げになるこ とがあり ます。

地譲、 火山噴火 、 ±砂崩れ 、 水害

等の災害が起きて し ま っ た場合 、 災

害前の土地の境界が確認できない場

合があ り 、 早期に復旧を し よ う と し

ても 、 境界確認及び権利調整に時間

を費や し 、 なかなか復旧工事にかか

れない場合があ ります。

9



{動 地籍調査全体の流れ

田地籍調瀘 ぜ 1 .IH ｣ r
国土調査法に基づ く ｢地籍調金｣ の基イミ方針 は 、 土地 に 関する権利関係や境界 を

新 た に創設する も の で は な く 、 既存の土 ｣池登記簿等 に基づいて 、 そ れぞれの土地 を

現地におい て調査確認し 、 聞違いがあればその地繕 を修｣上す る も のです。

國 地鍵調査はおおむね次のような手順で進められます。

調査に先立っ て、 地元説明会を開催 しなが

ら関係地権者のご協力を求め 、 地籍調査を

始める体制を作り ます。

逼水路等の幅抗打ち 、 及び個人同士の境に

杭を打っていただきます

一筆ご との土地について 、 土地所有者等の

立会によ り 、 所有者、 地番、 地目 、 境界の "

確認を行います。

段階を踏んで 、 一筆ご と に正確な測量を行

います 。 これによ り各筆の位置が地球上の

座標値で表示されます。
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-筆地調査と地箱謡部測量-こよ り作成した ｢地 鷄･さま汽籍簿｣ と ｢地鰭図｣ の薬を土地所有者等に確認
していただき、 誤 り を訂正する機会を設けます。

｢鴬簿｣ と ｢地籏図｣ の写 しが登記所に送 輔導 ) ′ 登 ぶられます。 登記所では土地登記簿が書き故 。 ′ J \醒
め られ、 地範囲が備え付けられます。 滿詩壺 蓼 を

- - .一 - -コ 地図の上乙一元化

調査結果は 、 まちづく り 、 公共事業、 税務、 されこる存“ o
災害復旧など 、 土地に関する様々な分野で
刺活用きれます。

=

- - - - - - 一



Kイ. く G}, 調査の方法

皆さ んが所有す る ‐筆毎のt地境界につ い て 、 隣接する t地所有者“〕 立会

い を お願い し 、 確認 しなが ら境の曲が り 角 ご と に境界杭 を埋設 し ま す。

隣接する 土地で 、 地 目 ･ 所有者が同 一であ る 場合、 一 坪[ に し た い と の 樅‐望

があ っ た時は合筆で き ま す 。 しか し 、 隣接 してい て も 片方の土地登記名義人

が亡父、 ま た は亡ネロ 父であ っ た り 、 一方に原 因が異な る抵当権な どが設定さ

れてい る場合は合筆する こ とが出来ません 。

ー ハA: の上地の 中で地 目 が同一でな い場合や 、 同 じ であ っ て も 一筆の上地が溝

や垣根な どの構造物で区切 ら れてい る場合 、 ま た は一筆が非常に大 き く て上地

管理上区別する必要があ る場合には 、 一筆の土地を ｢筆以上に分けて調査 します。

t地登記簿に記載 さ ガじて い る 地 目 と 、 現況の地 目 が異な る場合は 、 すべて

現況に合っ た地 目 に訂正 し ま す 。

隣接す る土地 と の境界につ い て 、 現地測量が終了す る ま でに決 ま ら な い場 合は 、 笹界

未定と して調査す る こ と ‘に な り 、 新し く で き る 地籍図 に は 、 境界線を入れ る事が出来な

いため 、 その部分が空白 と な っ て し ま い ま す“

以 I -- の よ う に 、 境界未定 と な っ て し ま っ た場合は、 画力の土地 につい て将来的に も 分

筆等が大変困難に な る ほか 、 仮に調査後境界が決定 した と して も 、 それに係る 費用 は全

て個人負担で測量して戴 き 、 法務局へ登記す る こ と と な り ま すので、 調査に当 た っ て は

未解決の境界募につい て、 お互い に譲 り 合 っ て 円満に解決 して い た だ き たい と 思い ま す。

12
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-一筆の上地が河川 に隣接 していて 、 洪水な どに よ り 現在は れ 1 の 中 に あ っ た り 、
河原に な っ て い た り 、 ま た は堤防の下に な っ てい る ため 、 自 分の土地が存在
する こ と が割 っ ていて も その境が不明の時は、 現地確認不能 と し て調査 し ま す 。
しか し 、 登記簿上の権利は保存 さ れ ま す。

生地登記簿や公国 に 表示があ っ て も 、 ◆筆の上地が現地に は無い場合は 、
t地所有者に確認 して了解を得た上‐ で 、 不在任 と して調査 し新 しい地籍図 に
記載 しない事に な り ま す 。

公団 、 登記簿いずれに も 記載さ れて い な いが、 長い間耕作ま た は所有 して
い る上地について は 、 そ の土地が明 らかに現在の耕作者 、 ま たは所有者の土

地であ る事が証明で き る場合は 、 新規登記地 と し て新‐ し い地籍図に記載し 、
新地番を付け登記簿を作成 し ま す‘ しか し 、 所有権 に l刻す る 証明が不可能な
場合は同有地 と な り ま す。

国有地の場合には国土交通省や財務省、 県道は千葉県成田土木事務所、 赤道 ･
水路 ･ 町道は町役場な ど、 関係機関の職員の立会いに よ り 調査 し ます ら

13
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ワコ 地箱調査で行える登記手続き

地籍調査にお いて 、 土地の現況に合わせ、 以 ドの よ う な修正がで き ます。

分筆 と は 、 ‐ ▲筆の 土地 を 二筆以上に分け る こ と で所有者の 同意が必要です。

地 目 境 に杭を打ち 、 分割があ っ た も の と し て調査 し ま す “ 分筆 と な る 条件は

次の と お り です。

･ 一筆の土地の一部が別地目になっている場合

･ 土地の利用または管理上、 分割するこ と力繕適当と認められる場合

公 園 地籍図

100‐1

宅地

100‐2

畑

※ 1 00‐ 1 と 1 00‐“)境にも

杭を打うてください.

合筆 と は 、 隣接する 二筆以上の十地 を . ･つ の地番にする こ と で 、 所有者の

同意が必要です。 合筆は基本的に若い地番に な り ま すが、 宅地の場合は住所

地番に合筆 し ま す 。 合筆 と な る条件は次の と お り です。

･ 同一宇内で接続し 、 所有者、 地目が同 じであること

･ 抵当権などの所有権以外の権利の設定が無いこと 、 ま慰ま設定が同一であるこ と

公 園 地箱図

. 10o m
100

田

※ 1 00と 1 0 l を合筆する場合は

その境 界の榊は必要あ り ません。
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地 目 はそれぞれのt地の現況、 利用 日 的 に重点 を お い て 、 土地全体 と し て の主た

る用途に よ り 決定 し ま すが、 登記簿上の地 日 と 異 な る 場合は登記簿を修止し ま す。
た だ し 、 登記地 目 が農地 (田畑等) で、 現況が農地以外の場合の地 目 変更は 、 農

地法 と の 関係 も あ り ま すので、 農業委員会 に照会 し 、 その 回答に よ り 処理を し ま す 。
(原状回復命令 ま た は農地法に よ る手続 き が必要な場合があ り ま す 。 )

地番 (技番) が、 - イ 、 一 口 等の数字以外の記 号で表示 さ れてい る場合 は、
- 1 、 - 2等の数字に変更 し ま す 。

今 回の地籍調査に よ る 実測 面積 と 、 登記面積が相違 し てい る場合 は 、 登記
の地積 を 修正 し ま す。 以前測量 し た と き と 境界が同 じ場合で も 、 過去の測量
技術 と の誤差は必ずで ま す。 登記面積の増減は必ず起 こ る こ と と な り 、 よ っ
て実測面積の訂正 は 、 そ の原因が"則 最時の単純な ミ ス や 、 地麓図作成時の結
線 ミ ス に よ る も の以外は認め ら れな い こ と に な り ま す。

普様が隣接する 地権者 と 立 ち 会いの う えで決めていた だいた杭を測量 した
結果ですので 、 ご r承願い ます。

【注意】 次の登記手続きはできませんo
並 所有権移転登記 僻目鱗、 変釀、 売買など〕

〈例) ･ 何代か前の和元名義を自分名義に書き競えること く まできません。

･ l 以前隣の家とt地を交換 (又は売買 ) したが登記をしていないので書き替えふて欲しい｣
という要望にはお答えできません。

A 抵彗橇窺饑際鰹、 所有権以外の権利に闇する登記
〈例) ･ l 返済が終了しているので抵当権を解除して欲しい｣ という襲撃にはお答えできません 。
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硼 皆さんにお願いすること

地籍調査では 、 作業の性質上皆様の ‐ l 隻地 に立ち入る こ と があ り ま すので 、

あ らか じめ ご了承 く だ さ い 。 特 に 、 中街地な ど家康周辺に立ち 入 る 場合は 、

ひ と 声お掛け して立ち 入 る よ う に し ま すので 、 よ ろ し く お願いいた し ます 。

な お 、 町発注業務の測量業者は町が発行する ｢土地立入証｣ を携行 し 、 地

籍調査の従事者であ る こ と が-- 日 でわか る よ う な腕章を着用 し ます 。

ま た 、 山林な ど見通 しの患い と こ ろ では 、 雑木 ･ ･草 な どの刈 り 払いや枝払い

をする こ と があ り ますので 、 あ わせてごr承 く だ さ い 。

境界杭は皆様に と っ て重要な杭です し 、 測量で理殺 した 基準机 も 、 今後境

界杭の複 I ロ 測 量な どが行われる と き に必要にな っ て く る 机ですので 、 大切 に

保存; さ れます よ う お願い いた し ま す。

" 寿 き
と う て

｣ 6

歴凸･帯鳶尾高‐■■■■■■■■■■■■贈岬■■■

, 式 配電一言二割詳記字･ . -　　　　　　　　　　　　　



地籍調査は 、 上地所有 者であ る 皆様の確認 ･ 同意 ･ 承認がな け れば次の作
業に進む こ と はで き ま せん 。 立会 ･ 閲覧の と き に は 、 あ らか じ め ご案内 し ま

すので、 必ず印鑑持参の う え 出席 く だ さ い ま す よ う お願いいた し ま す。

｢ u 、 立会がない と 境界の確認がで き ず 、 隣地に火変迷惑をかけ る こ
と にな り ますので、 特に ご注意を願い ま す。

地鱗調査は 、 土地の表示部分についての調査ですので 、 所有権を移転する こ
と な どについて はで き ま せんき

贈 り‐や売 買 な どで所有者が代わ っ てい る のに 、 登記 さ れていない場合や登記
簿上の所有者が既に亡 く な っ てい る よ う な場合は 、 お早め に手続を済ませてい
ただ く よ う お願いいた し ます 。 調査の際の連絡は 、 登記簿 ト.の所有者に連絡 し
ま すので 、 実際 と 通 っ てい る 場合、 連絡が遅れる な どの支障が出て ま い り ます n
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-動 地籍調査に対する支援

調査にかかる 費用 は 、 国が｣ノ2 (50% ) 、 県がし4 (25%) 負犯 し ま すの で、

l - l fの負抑灰分は｣/4 (25%) と な り ま す。

調査にかかる住民 (土地所有者) の費用は無料です。

ぷ= # き> ｢ さり こ んコ稀 ^ ^ あ トワになりこるん燈。
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